
いよいよ夏本番といったところです。お変わりなくお過ごしでしょうか。
 

１,
　　役員も高齢になり、家庭の事情や体調の関係で役員を来年4月には交代したいと願っています。

　　役員の任期は自治会規定にあるように２年ですがどの役員も長期になっています。

　　そこで、来年の4月からの役員を総会で決めてほしいと思います。

　　役員になったら、何年も続けてしまうような現状です、

　　任期の2年を守るためにはどうすればいいか等を、これから4月までに、区長・皆さんで

　　考えていきたいと思います。

　　役員が変われば、町の運営等もよりよくなるのではないかと思っております。

ホームページにある自治会規約を下記に抜粋しました。

　平和町自治会だより
令和３年７月

右上は、ホームページhttp://heiwa.weblog.tcでQRコードです。

新役員選出のお願い


